
柏原市男女共 同参画推進条例 を制定

市 で は、 性別 に か か わ りな く、 一 人 ひ と りの個 性 と能 力 を発 揮 で き る 「男 女

共同参画社会」の実現 をめ ざ して、「柏原市男女共 同参画推進 条例」 を制定 しま

した。 そ の 全 文 を ご紹 介 します 。

施行 日は、 平 成 19 年 4 月 1 日です 。

男女共 同参 画社 会の実現 は、行政 による取組 みだけで達 成で きる もので はあ

りませ ん。 市 民 の 皆 様 一 人 ひ と りの 意識 や 自主 的 な努 力 に よ る と こ ろが 大 き く、

市、市 民及 び事業者並 びに教育 関係者が、連携・協 力 して取組み を進め ることが

重要です。

皆様 も、条例 の趣 旨をご理解 の うえ、家庭 や職場 、学校 、地 域社会 な どの 日

常生活の中で積極 的な取組 みをお願 い します。

柏原市条例第 号

柏原市男女共同参画推進条例

男女が、すべ て人 と して平等で あ り、個人 と して尊重 され る社会 を実現す る

こ と は、私 た ち柏 原 市 民 に と って も共通 の願 い で あ る。

柏 原市 は、 これ まで、積極 的 に男女平等 の推進 に取 り組 んで きてお り、平成

1 7 年 3 月 に は 「か しわ ら男女 共 同参 画 プ ラ ン」 を策 定 し、 市 民 と と も に男 女

共同参 画社会 の実現 に向けた取 組 を進め て きたが、真の男女平等 の達成 にはな

お一層 の努力が必要で ある。

こ う した状 況 を 踏 ま え、 柏 原 の ま ち に関 わ るす べ て の 男女 が 性 別 に関 わ りな

く、その個性 と能力 を十 分に発揮 し、責任 も分 かち合い、家庭・ 地域・学校 や

職場 な どあ らゆ る分 野 に お い て参 画 で き る よ う、 市 、市 民 、事 業 者 、 そ して あ

らゆ る分 野 の教 育 に携 わ る者 が 一体 とな って取 り組 む ことが 重 要 で あ る。

こ こ に、 柏 原 市 は 、将 来 に 向 け て、 国 際社 会 に お け る動 向 と連 動 しな が ら男

女共 同参 画 を推 進 す る こ とを決 意 し、 この条 例 を制 定 す る。



（ 目的 ）

第1 条 この条例 は、男女共 同参 画の推進 について、基本理念 を定 め、市、市

民 （市 内に居住、通 勤、又 は通学す る者 をい う。以下同 じ。）及 び事業者 （市

内 に事 業 所 を置 く事 業 者 及 び そ の他 の 団体 を い う。 以 下 同 じ。） の 責 務 を 明 ら

か にす る と と も に、 男 女 共 同参 画 の推 進 に 関 す る施 策 の基 本 と な る事 項 を定

め る こ と に よ り、 男 女 共 同参 画 を総 合 的 かつ 計 画 的 に推進 し、 も って 男女 共

同参 画 社 会 の 実 現 に寄与 す る こ とを 目的 とす る。

（定義）

第2 条 この条例 にお いて、次 の各号 に掲 げ る用 語の意義 は、当該各号 に定め

る と こ ろ に よ る 。

（1） 男女共同参 画 男女 が、社会の対 等 な構成員 と して、 自らの意思 によっ

て社会のあ らゆ る分野 にお ける活動 に参画す る機会 が確保 され、もって男

女が均等 に政治 的、経済的、社会的及 び文化的利益 を享受す ることがで き、

かつ 、共 に責 任 を担 う こ とをい う。

（2） 積極 的改善措 置 前号 に規定 す る機 会 に係 る男女 間の格 差 を改善 す る

ため必要 な範 囲内にお いて、男女 のいず れか一方 に対 し、当該機会 を積極

的 に提供 す る こ とをい う。

（3） セ クシ ュ アル・ ハ ラ ス メ ン ト 職 場 そ の 他 の社 会 的 関係 に お い て、 他 の

者 に対 し、そ の 意 に反 した性 的 な言 動 をす る こ とに よ りそ の者 の就 業 環 境

等 を害 し、又 は性 的な言動 を受 けた者 の対応 によ りその者 に不利益 を与 え

る こ と を い う。

（4） ドメ ステ ィ ック・ バ イオ レン ス 配偶 者（婚 姻 の届 出 を して い な い が 、事

実上婚姻 関係 と同様 の事情 にあ る者 を含 む。 以下 この号 において同 じ。）

そ の他 これ に準 ず る親 しい 関係 にあ る者又 はかつて配偶者 で あ った者 に

対す る身体 的、精神 的、経済的又 は性的 な暴力行為その他 の苦痛 を与 え る

行 為 をい う。

（基本理念）

第3 条 男女共 同参 画は、次 に掲 げる事項 を基本理念 として推進 されなけれ ば

な らな い。

（1） 男女 の個 人 と して の尊 厳 が重 ん じられ る こ と、 男女 が性 別 に よ って 直 接



的 で あ る と間 接 的 で あ る とを 問 わず 差 別 的取 扱 い を受 け ない こ と、男 女 が

個 人 と して能 力 を発揮 す る機 会 が確 保 され る こ と、そ の他 の男 女 の人 権 が

尊 重 され る こ と。

（2） 性別 によ る固定 的な役割 分担等 に基 づ く社会 における制度 又は慣行 が、

男 女 の 社 会 にお け る活 動 の 自由 な 選 択 に対 して 影 響 を及 ぼ す こ との な い

よ う 配 慮 さ れ る こ と。

（3） 男女 が、社 会の対等 な構成員 と して、市 におけ る政策又 は民間 の団体 に

おける方針の立案及び決定 に共 同 して参 画す る機会 が確保 され ること。

（4） 家族 を構成す る男女が、相互 の協力 と社会 の支援 の下 に、，子 の養 育、家

族 の介護そ の他の家庭生活 におけ る活 動 につ いて家族 の一 員 と しての役

割 を 円滑 に果 た し、 か つ、 そ の他 の活 動 と両 立 で き る よ う にす る こ と。

（5） 男女 が、それぞれの身体的特徴 につ いての理解 を深め、妊娠、 出産等 に

関 す る事 項 につ い て互 い の意 思 を尊 重 す る と と もに、生 涯 にわ た り健 康 な

生 活 を営 む こ とが で き るよ う に配 慮 され る こ と。

（市 の責務）

第4 条 市 は、前 条 に規定す る基本理念（以下「基本理念」とい う。）に基づ き、

男女共 同参画 の推進 に関す る施策（積 極的改善 措置 を含む。以下 同 じ。）を総

合的かつ計画的 に策定 し、及び実施 しなけれ ばな らない。

2 市 は、男女共 同参 画の推進 に関す る施策 の実施 に当た っては、市 民、事 業

者、 国及 び他 の地方公共 団体 と連携 して取 り組 まなけれ ばな らない。

（市 民の責務）

第5 条 市民 は、基本理念 に基づ き、社 会 のあ らゆる分野 におい て、 男女 共同

参 画を推進 す るよう努 め るとともに、市が実施 す る男女 共同参 画 の推進 に関

す る施 策 に協 力 す る よ う努 め な けれ ば な らな い。

（事業者の責務）

第6 粂 事 業者 は、基本理念 に基 づ き、そ の事業活 動 を行 うに当た っては、男

女共 同参 画の推進 に努め る とともに、市が実施 す る男女 共同参 画 の推進 に関

す る施 策 に協 力 す る よ う努 め な けれ ば な らな い。

2 事業者 は、男女 が職場 におけ る活動 に対等 に参 画で きる機 会 の確保 に努め

る とと も に、 職 場 にお け る活 動 と家庭 生 活 にお け る活 動 とを両 立 す る こ とが



で き る環 境 の整 備 に努 め なけ れ ば な らな い。

（性別に よる差別 的取扱 い等の禁止）

第7 条 何 人 も、社 会 の あ らゆ る分 野 に お い て 、 直接 的 で あ る と間 接 的 で あ る

と を問 わ ず性 別 に よ る差 別 的取 扱 い を して は な らな い。

2 何 人 も 、 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン トを 行 って は な ら な い 。

3 何 人 も 、 ドメ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ レ ン ス を 行 って は な ら な い 。

（公衆 に表示 す る情報へ の留意）

第8 条 何 人 も、公衆 に表示 す る情報 にお いて、性別 による固定的な役割 分担 、

異性 に対す る暴 力的行為 を助長 す る表現 及び人権 を侵害す る性 的な表現 を行

わ な い よ う努 め な けれ ば な らな い。

（基本計画）

第9 条 市長 は、男女 共同参画の推進 に関す る施策 を総合的 かつ計画的 に推進

す るため、男女共 同参画の推進 に関す る基 本的な計 画（以下 「基本計画」 とい

う。 ）を策 定 す る もの とす る。

2 市長 は、基 本計画 を策定す るに当た って は、第 1 8 粂 に規 定す る審議会 の

意見を聴 くとともに、市 民及 び事業者（以下「市民等」 とい う。）の意見を反 映

さ せ る よ う努 め る も の とす る。

3 市 長 は、基 本 計 画 を策定 した とき は、速 や か に これ を公表 す る もの とす る。

4 前 2 項の規定 は、基本計画の変更 について準用す る。

（施策の策定等 に当た って の配慮）

第1 0 条 市 は、男女 共同参画 の推進 に影 響 を及 ぼす と認 め られ る施策 を策定

し、及 び実施す るに当た っては、男女 共同参 画の推進 に配慮す るもの とす る。

（調査研究）

第1 1 条 市 は、 男女 共同参画の推進 に関す る施策 を策定 し、及び実施す るた

め 、 必要 な調 査 研 究 を行 う もの とす る。

2 市長 は、前項 に規定す る調査研究 の成 果 を公表 す るもの とす る。

（啓発）

第1 2 粂 市 は、男女 共 同参画 に関す る市 民等 の理解 を深 め るため、啓発 の向

上 に努 め る もの とす る。

（教育及び学習 の推進）



第 1 3 条 市 は、教 育及び学習 を通 じて市 民等 が男女共 同参 画 に関す る理解 を

深 め る こ とが で き るよ う必 要 な措 置 を講 じる もの とす る。

（市民等 が行 う活動へ の支援）

第 1 4 条 市 は、市 民等 が 自主的 に行 う男女 共 同参画 の推進 に関す る活動 を支

援 す るた め 、 当該 活 動 につ い て 必 要 な措 置 を講 じる もの とす る。

（推進体制の整備）

第 1 5 条 市 は、 男女共 同参 画 の推進 に関す る施策 を総 合的 かつ計画的 に推進

す るた め 、 必要 な体 制 の整 備 に努 め る もの とす る。

（意見、提案等の取扱）

第 1 6 条 市 民等 は、市が実施す る男女共 同参画 の推進 に関す る施策又 は市 が

実施す るそ の他 の施策 で男女 共 同参 画の推 進 に影響 を及 ぼす と認め られ るも

の につ い て 、市 長 に対 し意 見 、 提 案 等 を 申 し出 る こ とが で き る。

2 市 長 は、前 項 に規 定 す る申 出が あ った とき は、必 要 な措 置 を講 じる もの とす

る 。

（相談への対応）

第 1 7 条 市長 は、市民等か ら性別 によ る差 別的取扱い等 の相談 を受 けた とき

は、他の関係機関 との連携 を図 るな ど適切 かつ迅速 に対応 す るもの とす る。

（審議会）

第 1 8 粂 本市 に、男女共同参画 の推進施 策 に関す る重要事項 につ いて意見を

聴 くため、柏 原市男女共 同参画審議会 を置 く。

2 柏原市 男女共 同参画審議会の組織及び運営 については、規則 で定 め る。

附 則

この 条例 は 、平 成 1 9 年 4 月 1 日か ら施 行 す る。



目的 （第 1 条）

男女共 同参 画 の推進 につ いて、基本理念 を定め、市、市 民及び

事業 者 の 責 務 を 明 らか にす る と と もに、 男女 共 同参 画 の推 進 に関

する施 策 の基 本 とな る事 項 を定 め る こ と に よ り、 男 女 共 同参 画 を

総合的かつ計画的 に推進 し、 もって男女共 同参 画社会 の実 現 に寄

与す る こ と を 目的 とす る。

用語の定義 （第 2 条）

（ 1 ） 男女共同参画

（ 2 ） 積極的改善措置

（ 3 ） セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト

（ 4 ） ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ レ ン ス

基本理念 （第 3 条）

（ 1）男女の人権の尊重

（ 2 ）社会 におけ る制度・慣 行 について の配慮

（ 3 ）政策等の立案及び決定への共 同参画

（ 4 ）家庭 生活 における活 動 と他の活動 の両立

（ 5 ）生涯 にわた る男女の尊厳 と健康 へ の配慮

責務 （第 4 条～ 6 条）

○市の責務

○市民の責務



○事業者の責務

禁止・ 留意す る行為 （第 7 条～ 8 条）

○性別 に よる差別 的取扱 いの禁止

○セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン トの 禁 止

○ドメ ス テ ィ ッ ク・ バ イ オ レ ン ス の 禁 止

○公衆 に表示す る情報ぺ の留意

基本的施策など （第 9 条～ 1 7 条）

○基本計画の策定

○施策 の策定等 に当た っての配慮

○調査研究

○啓発

○教育及び学習の推進

○市民等が行う活動への支援

○推進体制の整備

○意見、提案等の取扱

○相談への対応

男女共同参画審議会 （第 1 8 条）

附則

施行期 日 平成 1 9 年 4 月 1 日か ら施行 す る。


